
条件付き一般競争入札公告 

 

 下記工事契約について、次のとおり条件付き一般競争入札を実施します。 

 

   令和 8年 6月 23日 

                     大町町長 水 川 一 哉 

 

1 工事の概要 

 (1) 工 事 名   令和 8年度 大町保育園園舎照明 LED化更新工事 

 (2) 工事場所  杵島郡大町町大字大町 1102番地 大町保育園内 

 (3) 工事内容  別添仕様書による 

 (4) 工  期  契約締結日から令和 9年 3月 12日 

 

2 入札参加に必要な条件 

  本工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

(1) 令和 7・8年度大町町入札参加資格者名簿に「建設工事」で「電気工事」の

登録がされていること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該

当しない者であること。 

（3）大町町暴力団排除条例（平成 24 年大町町条例第 1 号）第 2 条第 4 号の規定

に該当していない者であること。 

 (4) 本契約の申請日から入札の日までの間において、佐賀県及び大町町建設工事

等請負契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止を受けていない者で

あること。 

 (5) 本工事の申請日以前 6か月から入札の日までの間、金融機関等において、不

渡り手形等を出していない者であること。 

 (6) 佐賀県杵藤土木事務所管内に本店又は営業所等を有すること。（ただし営業

所等の場合は、本店からの委任を受けていること。） 

(7) 過去 5 年間に国、県及び他の地方公共団体と種類を同じくする契約を誠実

に履行した実績があること。 

   

3 入札の参加申込み 

 (1) 提出書類 

   入札参加を希望する者は、次の書類を 1部提出し、入札参加資格の審査及び

確認を受けなければならない。 

①  条件付き一般競争入札参加資格審査申請書（様式第 1号） 



②  条件付き一般競争入札参加資格要件履行実績調書（様式第 2号） 

※実績が証明できる書類を添付すること。 

 (2) 提出期間 

   令和 8年 6月 23日（火）から令和 8 年 7月 6日（月）まで。（ただし閉庁日

を除く）時間は午前 9時から午後 5時まで。 

 (3) 提出場所 

   大町保育園（杵島郡大町町大字大町 1102番地） 

    電話 0952‐82‐2165 

 (4) 提出方法 

   「(3) 提出場所」へ郵送または持参にて提出すること。ただし、郵送につい

ては、令和 8年 7月 6日の消印のものまで有効とし、発送の際その旨電話に

て連絡すること。メールでの受付はしない。 

また、持参する場合は、事前に電話で持参する日時等を大町保育園に連絡

すること。 

 

4 入札参加資格の確認 

  入札参加資格の有無については、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書に

より令和 8年 7月 8日（水）までに通知する。 

 

5 入札方法等 

 (1) 入札の期 日  令和 8年 7月 14日（火） 10時 30分 

 (2) 入札の場 所  大町町役場 中会議室（2Ｆ） 

 (3) 入 札 心 得  別紙 入札心得による 

 (4) 入札保証 金  別紙 入札心得「第 1条 入札保証金」による 

 (5) 予 定 価 格  事後公表 

 (6) 最低制限価格  別紙 入札心得「第 9条 最低制限価格設定方法」による 

 (7) 入札の回 数  2回まで 

(8) 入 札 金 額  別紙 入札心得「第 10条 入札金額の記載方法」による 

 (9) 現場説明 会  無 

 (10) 契約保証 金  別紙 入札心得「第 2条 契約保証金」による 

(11) 前 金 払  「大町町公共工事の前金払に関する取扱要綱」による 

 (12) 部 分 払  無 

 (13) そ の 他 

① 入札参加にあたっては、必ず入札心得を一読すること。 

② 入札保証金について、免除申請書を提出する場合は、入札日前日までに申

請すること。また、納入する場合は入札会が始まる前までに納入すること。 



③ 委任状及び入札書の封筒は不要とする。 

④ 入札事務に遺漏のないよう十分留意すること。 

⑤ 入札に係る質疑等は、電子メール又はファックスで受付・回答するので、

令和 8年 7月 9日（木）までに行うこと（様式任意） 

⑥この入札が、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例」（昭和 39年大町町条例第 8号）第 2条または第 3条に該当する場

合は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第 1項第 5号または第 8

号の規定に基づき、落札後に仮契約を締結し、議会の承認を得た後に本契約

に変わるものとする。 

⑦本公告に定めのない事項については地方自治法施行令、大町町財務規則（平

成 27年大町町規則第 6号）、その他関係法令の規定によるものとする。 

 

6 入札及び契約に関する問合せ先 

  〒849-2101 

    佐賀県杵島郡大町町大字大町 1102番地 

     大町保育園（大町町役場 子ども保育課） 

      電話 0952-82-2165  FAX  0952-71-3040 

E-mail hoikuen@town.omachi.saga.jp 


